
 

食事において特別な配慮が必要な方への対応 

 

◎アレルギー         

・個人で食事を確保できない場合はアレルギー食品やアレルギー用ミルクを使用する。  

 提供する場合は食品表示を確認する。 

        

主なアレルギーと気をつける食材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎乳児         

 ・授乳回数や食事回数をできるだけ日頃のとおりになるよう支援する。    

・水分はしっかり与えて、脱水予防を行う。       

 

 離乳食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※炊き出しなどの調理体制が整ったら、味噌汁や、煮物などを利用して、離乳食を作る。 

その際食材の加熱、使う食器の消毒は十分注意する。 

離乳食の支援物資があれば、対象月齢を確認し、提供する。 

 

 

◎妊産婦         

 ・菓子類の取りすぎを避け、おにぎりや果物、乳製品を優先的に摂取させる。   

・できるだけバランスのよい食事を心がけるよう促す。     

アレルギー 注意する食材 

卵 マヨネーズ プリン アイスクリーム 焼き菓子 ふりかけ など 

乳製品 チーズ ヨーグルト スキムミルク ケーキ ふりかけ など 

小麦 パン うどん ラーメン カレールウ シチュールウ など 

甲殻類 海老 カニ 魚のすり身 ふりかけ など 

そば そば そばを使ったお菓子 など 

さば さば さば缶 ふりかけ 白だし など 

落花生 ピーナッツバター チョコレート など 

 ５～６か月 ７～８か月 ９～１１か月 １２～１８か月 

１回あたり目安 １日１回 １日２回 1 日３回 １日４回 

形態 なめらかにすり

つぶした状態 

舌でつぶせる固

さ 

歯ぐきでつぶ

せる固さ 

歯ぐきで噛める

固さ 

具体例 つぶしがゆ 

すりつぶしたも

の 

全がゆ 全がゆ～軟飯 軟飯～ご飯 

被災時の対応 ミルクで対応 おかゆ状のもので対応 ごはんで対応 

（参考資料１） 
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◎高齢者         

 

〈噛む力が低下している場合〉         

 ・お粥やきざみ食、軟菜など噛みやすい食事を用意する。（特殊食品も使用できる） 

        

〈飲み込む力が低下している場合〉         

 ・水分でむせる場合はとろみ調整品を使用する。      

   

〈低栄養予防〉         

 ・食事摂取量が少ない場合は高エネルギー食品などの特殊食品を使用する。  

       

〈脱水予防〉         

 ・こまめな水分摂取を促す。         

 

         

◎腎臓病         

 ・エネルギーの確保を充分に行う。（低たんぱく質食品でエネルギー補給を行う。）   

・塩分の摂りすぎに注意する。         

 

 

◎糖尿病         

 ・血糖コントロール（高エネルギー食品の摂りすぎに注意、食べる時間の管理）   

・服薬確認（食前の薬を飲んでいないか把握、低血糖予防）    

     

         

◎高血圧         

 ・塩分の摂りすぎに注意する。         

 ・高エネルギー食品の摂りすぎに注意する。       

・服薬確認（ワーファリン服用の場合は納豆、クロレラ、青汁禁忌）   
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（参考資料２－１）

食料支援物資仕分け方法 及び 注意点

③ 支援物資の入ったダンボールに、中に何が入っているか記入した紙を一定の面に貼付する。

もしくは、グループごとに分けて一箇所に貼付する。

（中を開けて確認しなくても分かるように商品名を記入、ダンボールに記載されている場合は不要）

レトルト商品

菓子パン

レトルト商品

菓子パン

② お弁当など、早めに消費しないといけないものと、インスタントラーメンやレトルトなど、

長期に保存可能なものに仕分ける。

一般食品

特殊食品

① 一般食品と特殊食品は別に仕分ける。（特殊食品が他の支援物資に紛れこまないように）

※特殊食品とは乳児用、高齢者用、栄養補助食品、アレルギー対応食 等（参考資料２－２ 参照）

＊レトルト○○

＊早めに消費しないといけないもの

＊長期保存可能なもの

＊菓子パン

消費期限

（○月○日）

＊レトルト○○

＊レトルト○○

＊レトルト○○

＊レトルト○○

＊レトルト○○

＊惣菜パン

消費期限

（○月○日）

一般食品

特殊食品

○ 食料支援物資は、できるだけ涼しいところに保管する。
※ 冷房設備のある場所の保管が望ましい

○ 賞味期限、消費期限が切れたものは廃棄する。

※ 期限が短いものから配布する。

＊○○パン

消費期限

（○月○日）

＊長期保存可能なもの ＊早めに消費しないといけないもの

一般食品

一般食品

特殊食品

一般食品

一般食品

特殊食品
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　特殊食品の種類（高齢者用食品）

種類 とろみ調整品 高カロリー・高たんぱく質食品 やわらか食

嚥下障害があり水分でむせる方へ使用する。 食事が摂れていない方へ提供。 炊き出しの食事が食べにくい場合に提供。

お茶や汁物に混ぜると常温でとろみがつく。 ・嚥下障害で食事が摂りにくい方 ・噛む力が低下している方

※徐々にとろみがつくので、粉を入れすぎ ・食欲がなくなっている方 ・嚥下障害のある方

ないよう注意する。

使い方

例

（参考資料２－２）
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＜以下のことにご注意ください＞ 

① 食事の前には、よく手を洗いましょう。 

② 避難所などで出された食事は、なるべく 

 早く食べましょう。 

※昼に出された食事等は夜まで取っておかない 

ようにしましょう。 

③ 食事の前には、よく手を洗いましょう。 

④ できるだけ直接触らずに、袋（包装物） 

 に入れたまま食べるようにしましょう。 
 

※配布時に異常がないか確認していますが、弁当などは保存状態に 

よって痛みやすくなります。少しでも「おかしいな」と思ったら、避難所 

スタッフまで申し出てください。 

（参考資料３） 
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～以下の方は炊き出しに従事しない～ 

*体調不良の方 

*下痢や嘔吐の症状がある方 
 

 

 

①食事の準備前には、必ず石けんと消毒薬（アルコール等） 

を使用して手を洗うこと。 

※水で洗えない場合は、ウェットティッシュで汚れを落とし、 

手指用消毒剤を直接手にかけ、よく擦り込んだ後で作業を 

行ってください。 

②手指に化膿傷や手荒れのある時は、必ず使い捨て手袋を 

使用し、適切に取替える。 

③おにぎりを作る際は、ラップや使い捨て手袋を使用し、 

直接手が触れないようにする。 
 

④肉や魚を切った後は、まな板や包丁をしっかり 

洗って使用する。 

⑤提供する食品は、必ずしっかりと火を通す。 

⑥水が使用できない場合は、ボールや皿などはラップを敷い 

て使用する。 

炊き出しをされる方へお願い！ 

（参考資料４） 
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炊き出しチェック表 
あらかじめ下記にご記入のうえ、当日ご持参ください。 

①避難所名  

②団体名  

③責任者  

④連絡先  

⑤提供日時   年  月  日（  ）   時  分から   時  分まで 

⑥提供メニュー 
（全て記載ください） 

 と 予定食数 

※提供可能なものは、①加熱した食品・②皮付きの果物・③市販の加工食品のみです。

メニュー（                            ） 

食 数 （                            ） 

⑦調理従事者数          人 

⑧車の台数         台 

⑨準備物 マスク/ビニル手袋/帽子、三角巾/消毒用アルコール 

【注意事項】 事前に申し出たメニュー以外は提供しないでください。 
 

★当日、調理作業前に炊き出しに従事する方全員で点検してください。 

（健康チェックで 1 つでも該当する方は、調理・配膳に従事できません。） 

点検項目 点検結果 

下痢、発熱の症状はありませんか？ □なし      □あり（  人） 

手指に傷はありませんか？ □なし      □あり（  人） 

指輪は外していますか？ □外している   □外していない（  人） 

衣服は清潔ですか？ □清潔      □不清潔 

爪は短く切っていますか？ □短い      □長い 

毛髪が落ちないようにしていますか？ □はい      □いいえ 

 

★避難所責任者が点検してください。   責任者氏名（             ） 

 

 

 

 

問い合わせ先：                                      

健康チェックで問題のある人はいませんか □いない    □いる（→調理や配膳はできません）  

提供食品は、全て加熱調理品ですか 
□加熱調理品のみ 

□加熱しない調理品あり（→提供できません） 

経過記入欄  メニュー変更  □無し  □有り（                 ） 
        問い合わせ等  □無し  □有り（                 ） 

（参考資料５） 
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《 面談時に注意すること 》

★ 自己紹介

「○○の管理栄養士ですが」など職種を明らかにしてから話し始めると、相手も

何を相談したらよいか見当がつきます。

★ プライバシーの尊重

個々人のエリア内に入る時は、一件の家に伺うつもりで「お邪魔してもよろしい

ですか」と確認します。

★ 目線

避難者の元に出向いての相談は、目線が上からにならないように、座って話し

ます。

★ 視察

個々人のエリアにある食料品に目を配る。食中毒を防ぐ目的と支援物資の量や

私的調達の量を見るが、じろじろ見ることはしないようにします。

★ 栄養以外の内容

話し相手になることはしても、専門外のことではアドバイスしないようにしま

しょう。専門以外の話が長引きそうな場合は、うなずくだけにし、適度なところで

話題を切り替え、切り上げます。専門家に相談が必要な場合は、必ず聞いておき他

職種に報告、相談し、ケアをしてもらいましょう。特にストレスが強く、うつ状態

の場合は、他職種に伝え、ケアを依頼します。

★ 被災への心配り

被災の状態を自ら話したい方からは聴くが、こちらから被災者が思い出したくな

いことは聞かないようにします。（被災状況、ストレスがあるか、家族は大丈夫か、

仕事は 等）
（傷つけやすい言葉）

・がんばれ ・あなたなら大丈夫 ・命があっただけでもよかったと思って

・泣いていると亡くなった○○が悲しみますよ ・元気そうでよかった

★ 指導内容の確認

アドバイスした内容は、紙に書きながら話すか、要点を書いたものを渡します。

★ 食事、サプリメントの支援

平均的に全員に支援すべきものと、状態により支援するものとがあるので、説明

をして渡します。

★ 今までの指導を否定しない

これまでの食事指導やアドバイスを否定しないように話します。また、責めない、

説教しない、どのように食べたらよいかを一緒に考えることが大切です。

鹿児島県栄養士会行政協議会：災害時の保健活動「栄養・食生活支援マニュアル」から

（参考資料６）
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症状 身体の観察ポイント 問診のポイント 栄養指導のポイント 欠乏栄養素

立ちくらみ
・横になっていることが多い
・眼瞼結膜

・食事量の不足はないか
・貧血はないか

・貧血予防の指導 鉄

肌荒れ ・吹き出物や肌乾燥がある ・食事量の不足や栄養の偏りはないか
・不足栄養素の増量指導
・必要に応じたサプリ等の提供

低栄養
低たんぱく等
ＶＡ
ナイアシン
ＶＣ

味を感じな
い

・濃い味を好む
・震災後に句するの変化はないか
・たんぱく質や亜鉛の不足がないか
・タバコが増えていないか

・たんぱく質、亜鉛不足がある場合、食品
　の増量指導
・タバコが増えた人は減煙指導

たんぱく質
亜鉛

口内炎
口角炎

・口内及び口角の炎症がある ・炭水化物偏重やビタミン不足がないか
・不足栄養素の増量指導
・ビタミン強化米等の提供

VB2

下痢
便秘

・何度もトイレに行く
・腹痛を訴える、頻繁に放屁が
　ある

・食事量の不足や偏りがないか
・食中毒などの危険のある食品の摂取は
　ないか
・極端な水分制限をしていないか
・活動量が減っていないか

・食物繊維の多い食品の増量指導
・水分の適正化指導（１日２ℓ程度）
・必要に応じたと特保などの提供
・軽運動や腹部マッサージ指導

食物繊維

足のむくみ
静脈瘤

・浮腫や静脈の腫れがある

・水分や塩分の摂りすぎはないか
・足の痛みはないか
・腎臓や心臓に障害はないか
・座りっぱなしなど、活動量が極端に低下
　していないか

・エコノミークラス症候群のリスクが高い
　ので受診勧奨
・水分、塩分の適正指導
・散歩や軽運動のすすめ

体重増加 ・太った
・食事量、間食、飲料等が増えていないか
・活動量が減っていないか
・身体を動かすことに不自由はないか

・適正な食事、間食、飲酒指導
・ゆっくりよく噛んで食べること
・散歩など軽運動や日常活動増加指導

体重減少 ・やつれた（５kg以上の体重減）

・食事量に不足はないか（量・回数）
・義歯をなくした、又は義歯が合わないと
　いう状況はないか
・生活習慣病の悪化はないか

・規則的な食事摂取や食事量確保の指導
・過度の減少の場合には受診勧奨

身体所見のポイント

（出典）日本公衆衛生協会　地域保健従事者の派遣支援活動ガイドライン　H25.3

（参考資料７）
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